
石巻地区広域行政事務組合監査委員告示第３号

平成２４年６月１日付け石巻地区広域行政事務組合監査委員告示第２号で公表した定期

監査結果報告について、石巻地区広域行政事務組合理事長から地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第１９９条第１２項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項

の規定に基づき次のとおり公表する。

平成２４年６月２８日

石巻地区広域行政事務組合監査委員

石巻市代表監査委員 柴 山 耕 一

石巻地区広域行政事務組合監査委員

女川町議会議長 木 村 公 雄






